
東 京 都 自 然 公 園 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 四 年 東 京 都 規 則 第 百 二 十 七 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  

目 次 （ 現 行 の と お り ）  目 次 （ 略 ）  

第 一 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で （ 略 ）  

（ 特 別 地 域 内 の 行 為 の 許 可 基 準 ）  （ 特 別 地 域 内 の 行 為 の 許 可 基 準 ）  

第 二 十 三 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 行 為 （ 仮 設 の 建 築 物

（ 土 地 に 定 着 す る 工 作 物 の う ち 、 屋 根 及 び 柱 又 は 壁 を 有 す る も の を

い い 、 建 築 設 備 （ 当 該 工 作 物 に 設 け る 電 気 、 ガ ス 、 給 水 、 排 水 、 換

気 、 暖 房 、 冷 房 、 消 火 、 排 煙 若 し く は 汚 物 処 理 の 設 備 又 は 煙 突 、 昇

降 機 若 し く は 避 雷 針 を い う 。 ） を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 新 築 、 改 築 又

は 増 築 に 限 る 。 ） に 係 る 同 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 許 可 基 準 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、

既 存 の 建 築 物 の 改 築 、 既 存 の 建 築 物 の 建 替 え 若 し く は 災 害 に よ り 滅

失 し た 建 築 物 の 復 旧 の た め の 新 築 （ 申 請 に 係 る 建 築 物 の 規 模 が 既 存

の 建 築 物 の 規 模 を 超 え な い も の 又 は 既 存 の 建 築 物 が 有 し て い た 機

能 を 維 持 す る た め や む を 得 ず 必 要 最 小 限 の 規 模 の 拡 大 を 行 う も の

に 限 る 。 ） 又 は 学 術 研 究 そ の 他 公 益 上 必 要 で あ り 、 か つ 、 申 請 に 係

る 場 所 以 外 の 場 所 に お い て は そ の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い

と 認 め ら れ る 建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 増 築 （ 以 下 「 既 存 建 築 物

の 改 築 等 」 と い う 。 ） に 係 る 許 可 基 準 は 、 第 一 号 、 第 五 号 及 び 第 六

号 に 掲 げ る 基 準 と す る 。  

第 二 十 三 条 条 例 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 行 為 （ 仮 設 の 建 築 物

（ 土 地 に 定 着 す る 工 作 物 の う ち 、 屋 根 及 び 柱 又 は 壁 を 有 す る も の を

い い 、 建 築 設 備 （ 当 該 工 作 物 に 設 け る 電 気 、 ガ ス 、 給 水 、 排 水 、 換

気 、 暖 房 、 冷 房 、 消 火 、 排 煙 若 し く は 汚 物 処 理 の 設 備 又 は 煙 突 、 昇

降 機 若 し く は 避 雷 針 を い う 。 ） を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 新 築 、 改 築 又

は 増 築 に 限 る 。 ） に 係 る 同 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 基 準 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 許 可 基 準 」 と い う 。 ） は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、

既 存 の 建 築 物 の 改 築 、 既 存 の 建 築 物 の 建 替 え 若 し く は 災 害 に よ り 滅

失 し た 建 築 物 の 復 旧 の た め の 新 築 （ 申 請 に 係 る 建 築 物 の 規 模 が 既 存

の 建 築 物 の 規 模 を 超 え な い も の 又 は 既 存 の 建 築 物 が 有 し て い た 機

能 を 維 持 す る た め や む を 得 ず 必 要 最 小 限 の 規 模 の 拡 大 を 行 う も の

に 限 る 。 ） 又 は 学 術 研 究 そ の 他 公 益 上 必 要 で あ り 、 か つ 、 申 請 に 係

る 場 所 以 外 の 場 所 に お い て は そ の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い

と 認 め ら れ る 建 築 物 の 新 築 、 改 築 若 し く は 増 築 （ 以 下 「 既 存 建 築 物

の 改 築 等 」 と い う 。 ） に 係 る 許 可 基 準 、 第 一 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号

に 掲 げ る 基 準 と す る 。  

一 か ら 六 ま で （ 現 行 の と お り ）  一 か ら 六 ま で （ 略 ）  



２ か ら 10 ま で （ 現 行 の と お り ）  ２ か ら 10 ま で （ 略 ）  
11  （ 現 行 の と お り ）  11  （ 略 ）  

一 （ 現 行 の と お り ）  一 （ 略 ）  

二  野 生 動 植 物 の 生 息 又 は 生 育 上 そ の 他 の 風 致 又 は 景 観 の 維 持 上

重 大 な 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で あ る こ と 。  

二  野 生 動 物 の 生 息 又 は 生 育 上 そ の 他 の 風 致 又 は 景 観 の 維 持 上 重

大 な 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の で あ る こ と 。  

１
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 条 例 第 十 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 行 為 （ 太 陽 光 発 電 施 設 の 新

築 、 改 築 又 は 増 築 で あ っ て 、 土 地 に 定 着 さ せ る も の に 限 る 。 ） に 係

る 許 可 基 準 は 、 第 一 項 第 五 号 及 び 第 六 号 、 第 十 項 第 七 号 並 び に 前

項 第 二 号 の 規 定 の 例 に よ る ほ か 、 次 の と お り と す る 。  

一 第 一 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で の 規 定 の 例 に よ る こ と 。 た だ し 、

同 一 敷 地 内 の 太 陽 光 発 電 施 設 の 地 上 部 分 の 水 平 投 影 面 積 の 和 が

二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ っ て 、 学 術 研 究 そ の 他 公 益 上 必 要 で

あ り 、 か つ 、 申 請 に 係 る 場 所 以 外 の 場 所 に お い て は そ の 目 的 を

達 成 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る 太 陽 光 発 電 施 設 の 新 築 、

改 築 又 は 増 築 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

二  第 四 項 第 七 号 、 第 九 号 及 び 第 十 号 並 び に 第 十 項 第 九 号 の 規 定

の 例 に よ る こ と 。 た だ し 、 同 一 敷 地 内 の 太 陽 光 発 電 施 設 の 地 上

部 分 の 水 平 投 影 面 積 の 和 が 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ っ て 、 次

に 掲 げ る 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る 太 陽 光 発 電 施 設 の 新 築 、 改

築 又 は 増 築 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

イ  学 術 研 究 そ の 他 公 益 上 必 要 で あ り 、 か つ 、 申 請 に 係 る 場 所

以 外 の 場 所 に お い て は そ の 目 的 を 達 成 す る こ と が で き な い と

認 め ら れ る こ と 。  

 



ロ  地 域 住 民 の 日 常 生 活 の 維 持 の た め に 必 要 と 認 め ら れ る こ

と 。  
ハ 農 林 漁 業 に 付 随 し て 行 わ れ る も の で あ る こ と 。  

三  自 然 草 地 等 内 に お い て 行 わ れ る も の で な い こ と 。 た だ し 、 前

号 た だ し 書 に 規 定 す る 行 為 に 該 当 す る も の に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。 

四 当 該 行 為 に よ る 土 砂 及 び 汚 濁 水 の 流 出 の お そ れ が な い こ と 。  

１
３
か ら ２
７
ま で （ 現 行 の と お り ）  １
２
か ら ２
６
ま で （ 略 ）  

第 二 十 四 条 か ら 第 二 十 六 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 四 条 か ら 第 二 十 六 条 ま で （ 略 ）  

（ 工 作 物 の 基 準 ）  （ 工 作 物 の 基 準 ）  

第 二 十 七 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 基

準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 工 作 物 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と お り と す る 。  

第 二 十 七 条  条 例 第 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 基

準 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 工 作 物 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と お り と す る 。  

一 か ら 九 ま で （ 現 行 の と お り ）  一 か ら 九 ま で （ 略 ）  

十  太 陽 光 発 電 施 設  同 一 敷 地 内 の 地 上 部 分 の 水 平 投 影 面 積 の 和

千 平 方 メ ー ト ル  

 

第 二 十 八 条 か ら 第 六 十 五 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 二 十 八 条 か ら 第 六 十 五 条 ま で （ 略 ）  

（ 使 用 料 等 の 減 免 等 ）  （ 使 用 料 等 の 減 免 等 ）  

第 六 十 六 条 幼 稚 園 （ 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 及 び こ れ に 準 ず る も の を

含 む 。 ） の 園 児 、 小 学 校 （ 義 務 教 育 学 校 の 前 期 課 程 、 特 別 支 援 学 校

の 小 学 部 及 び こ れ ら に 準 ず る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 児 童 又 は

中 学 校 （ 義 務 教 育 学 校 の 後 期 課 程 、 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 、 特 別

支 援 学 校 の 中 学 部 及 び こ れ ら に 準 ず る も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の

第 六 十 六 条 幼 稚 園 （ 特 別 支 援 学 校 の 幼 稚 部 及 び こ れ に 準 ず る も の を

含 む 。 ） の 園 児 、 小 学 校 （ 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 及 び こ れ に 準 ず る

も の を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 児 童 又 は 中 学 校 （ 特 別 支 援 学 校 の 中 学

部 、 中 等 教 育 学 校 の 前 期 課 程 及 び こ れ ら に 準 ず る も の を 含 む 。 以 下

同 じ 。 ） の 生 徒 が 、 正 規 の 教 課 の た め 、 教 員 に 引 率 さ れ て 自 然 公 園



生 徒 が 、 正 規 の 教 課 の た め 、 教 員 に 引 率 さ れ て 自 然 公 園 施 設 を 使 用

す る 場 合 に お い て 、 こ れ に 付 添 い の 写 真 師 が 、 当 該 団 体 の 記 念 撮 影

を す る 場 合 、 知 事 は 、 条 例 第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 そ の 写

真 撮 影 の た め の 占 用 料 の 全 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

施 設 を 使 用 す る 場 合 に お い て 、 こ れ に 付 添 い の 写 真 師 が 、 当 該 団 体

の 記 念 撮 影 を す る 場 合 、 知 事 は 、 条 例 第 六 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 、 そ の 写 真 撮 影 の た め の 占 用 料 の 全 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。 

２ 及 び ３ （ 現 行 の と お り ）  ２ 及 び ３ （ 略 ）  

第 六 十 七 条 か ら 第 六 十 九 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 六 十 七 条 か ら 第 六 十 九 条 ま で （ 略 ）  

別 表 第 一 か ら 別 表 第 四 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 表 第 一 か ら 別 表 第 四 ま で （ 略 ）  

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 五 十 二 号 様 式 ま で （ 現 行 の と お り ）  別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 五 十 二 号 様 式 ま で （ 略 ）  

 


